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外壁診断管理保険 
-施設所有者および診断企業の安心のための保険- 

 

 

 

 

Ⅰ．外壁診断管理保険の目的 
 外壁等の落下事故は、2016 年度から 2018 年度の 3 年間に報道されているだけでも 30

件にのぼり、タイル、石貼り等の外壁等について診断し、適切に補修を行うことが重要な

社会的課題となっており、一層、外壁診断の普及が求められているところであります。 

 

外壁診断によって補修が必要と判断された場合、通常、その建築物の所有者において資

金の準備等に相当の時間を要します。このため、補修の準備等をしている間に外壁落下事

故が発生して第三者に損害を与え、建築物の所有者が損害賠償しなければならなくなる事

態も発生することが考えられます。特に、区分所有している場合には、多数の区分所有者

の賛同を得て補修の準備等をするまでには相応の時間が必要となります。 

 

「外壁診断管理保険」は、このようなことに対応して、保険加入している診断会社によ

る外壁診断後２年間のうちであれば、補修の準備等を行っている間に発生した外壁落下事

故により建築物の所有者が第三者への損害賠償によって被る損害について保険金を支払

う損害保険で、外壁診断の普及に寄与するものであります。 

 

Ⅱ．外壁診断管理保険の概要 
 

１．保険の概要と責任主体 
１）この保険は、公益社団法人 ロングライフビル推進協会（以下「BELCA」という。）が

保険契約者となって、会員診断企業の建築仕上診断技術者（ビルディングドクター

（非構造））が診断し、かつ、BELCA への診断実施の通知を行った日本国内の建物の

外壁を対象とする保険です。 

２） この保険は、対象となる建物の外壁について、診断後偶然な事故が発生し、他人の

身体の障害または財物の損壊が生じたことにより、その施設所有者が法律上の損害

賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金を支払うものです。 

３） 診断企業が被害者救済という観点から、所有者の行うべき保険手配（実質的には保

険料負担）を肩代わりする仕組みとしています。 

 

２．保険期間、保険責任期間、保険の対象となる外壁、被保険者 
１） 保険期間  … 2020年 4月 1日午後 4時から 2021年 4月 1日午後 4時まで 

２）保険責任期間 … 対象施設において外壁診断が開始されたときからその外壁の補修

が被保険者または他人により開始されたときまで（ただし、診断

が開始されたときから２年間を限度とします。） 

３）保険の対象   … BELCA会員の診断企業により診断され、かつ BELCAに通知された

全ての外壁（ただし、保険期間内に診断が開始された外壁で、タ

イル・モルタル塗り、石張り等を問わないものとします。） 

４）加入者    … BELCA会員 

５) 被保険者   … ①診断を発注した施設の所有者および区分所有者で構成する管

理組合（施設特約）②診断企業（施設特約・生産物特約） 
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３．支払われる保険金 
この保険では主に以下のような費用に対する保険金を、被保険者である関係の施設所

有者または診断企業にお支払いします。なお、身体（対人）賠償・財物（対物）賠償と

もに自己負担額はありません。 

ただし、事故の場合に支払われる保険金の限度額（支払限度額）は、身体（対人）

賠償・財物（対物）賠償合算で１事故あたり３億円、BELCA 全体で保険期間中１０億円

が限度です。 

①被害者の治療費・入院費･慰謝料・休業補償等の損害賠償金 

②被害者の財物の損害については時価額ベースでの修理費・再調達費等 

③被害者に対する応急手当・緊急措置等の損害防止軽減に必要な費用 

④訴訟・仲裁・和解または調停について損保ジャパン日本興亜の承認を得て支出す

る費用 

                                 など 

４．支払いの対象となる事故の例 
①外壁が老朽化のために崩れ落ち通行人が死傷した。 

②外壁が落ちて、そばに駐車してあった自動車が損壊した。 

③外壁から突起物が出ていたため、それによって通行人の服が破損した。 

 

５．支払いの対象とならない主な事故 
この保険で支払いの対象とならない事故の主なものは、次のとおりです。 

①故意に起こした事故 

②地震・噴火・洪水・津波等の天災によって生じた事故 

③戦争・暴動・騒じょう等による事故 

④診断企業の使用人が業務中に被った事故 

⑤外壁の補修・改修･取りこわし等の工事によって生じた事故 

⑥診断企業が外壁診断中に起こした事故（ただし、外壁診断業保険に加入していれ

ば保険の対象となります。） 

                                     など 

 

６．保険料相当額 
年間保険料相当額は、別表に従って、2019年 1月から 12月までの診断実績に応じて

算定した額となります。 

保険期間終了後に当年度の確定診断面積に基づく保険料相当額の確定精算は行いませ

ん。ただし、ご報告の診断面積と実際の診断面積に著しく乖離がある場合は、確定精算を

行うことがあります。 

 

７．事故が起きた場合 
この保険の支払いの対象となる事故が起きた場合には、施設所有者から診断企業にご 

連絡ください。 

診断企業は BELCAまたは取扱代理店までご連絡ください。 

 

８.外壁診断管理保険の手続き 
 外壁診断管理保険は、BELCA が対象となる外壁を有する施設所有者とその外壁を診断す

る企業に代わって損保ジャパン日本興亜と契約します。 

 従って、各診断企業は個別に保険契約をする必要はなく、各診断企業毎に BELCAに対し

て所定の利用申込手続きと所定の報告（BELCA への診断実施の通知）を行うだけで、保険

制度にご加入できます。 

 なお、この保険を引き受ける保険会社は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社であり、

契約、損害調査、保険金支払い等の一切の事務を行います。 
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９．外壁診断管理保険にかかるフロー 

 
 

 

 

①…診断契約（外壁診断管理保険は自動セット） 

②…保険利用申込み 

③…保険料相当額のお支払い 

④…賠償責任保険加入申込書の提出・保険料のお支払い 

⑤…保険証券の発行 

⑥…加入証明書の発行 

  ⑦…診断の実施・保険の対象である旨の通知 

  ⑧…外壁診断通知書・確認書の送付 

  ⑨…外壁診断通知書・確認書の提出（毎月） 

  ⑩…外壁診断通知書・確認書の確認 

  ⑪…外壁診断通知書・確認書の確認報告 
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別表

2019年1月1日から2019年12月31日までの外壁診断面積 2020年度分の保険料相当額

0～2.5万㎡以内 １６，２７０円

2.5万㎡超～5.0万㎡以内 ３２，５４０円

5.0万㎡超～7.5万㎡以内 ４８，８１０円

7.5万㎡超～10.0万㎡以内 ６５，０８０円

10.0万㎡超～12.5万㎡以内 ８１，３５０円

12.5万㎡超～15.0万㎡以内 ９７，６２０円

15.0万㎡超～17.5万㎡以内 １１３，８９０円

17.5万㎡超～20.0万㎡以内 １３０，１６０円

20.0万㎡超～22.5万㎡以内 １４６，４３０円

22.5万㎡超～25.0万㎡以内 １６２，７００円

25.0万㎡超～27.5万㎡以内 １７８，９７０円

27.5万㎡超～30.0万㎡i以内 １９５，２４０円

30.0万㎡超～32.5万㎡以内 ２１１，５４０円

32.5万㎡超～35.0万㎡以内 ２２７，７８０円

35.0万㎡超～37.5万㎡以内 ２４４，０５０円

37.5万㎡超～40.0万㎡以内 ２６０，３２０円

40.0万㎡超～42.5万㎡以内 ２７６，５９０円

42.5万㎡超～45.0万㎡以内 ２９２，８６０円

45.0万㎡超～47.5万㎡以内 ３０９，１３０円

47.5万㎡超～50.0万㎡以内 ３２５，４００円

50.0万㎡超～52.5万㎡以内 ３３４，３５０円

52.5万㎡超～55.0万㎡以内 ３４３，３００円

55.0万㎡超～57.5万㎡以内 ３５２，２５０円

57.5万㎡超～60.0万㎡以内 ３６１，２００円

60.0万㎡超～62.5万㎡以内 ３７０，１５０円

62.5万㎡超～65.0万㎡以内 ３７９，１００円

65.0万㎡超～67.5万㎡以内 ３８８，０５０円

67.5万㎡超～70.0万㎡以内 ３９７，０００円

70.0万㎡超～72.5万㎡以内 ４０５，９５０円

72.5万㎡超～75.0万㎡以内 ４１４，９００円

75.0万㎡超～77.5万㎡以内 ４２０，９２０円

77.5万㎡超～80.0万㎡以内 ４２６，９４０円

80.0万㎡超～82.5万㎡以内 ４３２，９６０円

82.5万㎡超～85.0万㎡以内 ４３８，９８０円

85.0万㎡超～87.5万㎡以内 ４４５，０００円

87.5万㎡超～90.0万㎡以内 ４５１，０２０円

90.0万㎡超～92.5万㎡以内 ４５７，０４０円

92.5万㎡超～95.0万㎡以内 ４６３，０６０円

95.0万㎡超～97.5万㎡以内 ４６９，０８０円

97.5万㎡超～100.0万㎡以内 ４７５，１００円

100.0万㎡超～102.5万㎡以内 ４８０，１５０円

102.5万㎡超～105.0万㎡以内 ４８５，２００円

105.0万㎡超～107.5万㎡以内 ４９０，２５０円

107.5万㎡超～110.0万㎡以内 ４９５，３００円

注）診断面積110.0万㎡を越えた場合にはＢＥＬＣＡまでお問い合わせください。

外壁診断管理保険

保険料相当額算定表
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保険期間 1 年間．一括払 
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２．外壁診断業保険 
  －診断企業の安心のための保険－ 

（請負業者賠償責任保険） 
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外壁診断業保険 
－診断企業の安心のための保険－ 

 

 
１．外壁診断業保険の目的 

 この保険は、請負業者賠償責任保険であり、BELCA 会員の外壁診断業務に起因して偶発

の事故が発生し、他人の身体の障害または財物の損壊が生じたことにより、診断企業自身が

法律上の損害賠償責任を負った場合に被る損害に対して保険金を支払うものです。 

 

２．保険期間、保険責任期間、保険の対象、被保険者 
１）保険期間   … 2020年 4月 1日午後 4時から 2021年 4月 1日午後 4時まで 

２）保険責任期間 … 保険期間内に診断業務が開始されたときに始まり、その外壁の

補修が被保険者または他人により開始されたときまで 

          （ただし、診断が開始されたときから 2年間を限度とします。） 

３）保険の対象  … BELCA会員の診断企業が行うすべての外壁診断業務 

４）被保険者   … ①貴社（記名被保険者）②貴社の役員および使用人③貴社の下請

負人④貴社の下請負人の役員および使用人 
          ※②③④は貴社の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象（被保険者）となります。 

 

３．支払われる保険金 
この保険では、主に以下のような費用に対する保険金をお支払いします。なお、身体

（対人）賠償・財物（対物）賠償ともに自己負担額はありません。ただし、事故の場合に

支払われる保険金の限度額（支払限度額）は、身体（対人）賠償・財物（対物）賠償合算

で１事故あたり３億円、BELCA全体（期間中）で１０億円が限度です。 

①被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業補償等の損害賠償金 

②被害者の財物の損害については時価額ベースでの修理費用・再調達費等 

③被害者に対する応急手当・緊急措置等の損害防止軽減に必要な費用 

④訴訟・仲裁・和解・または調停について損保ジャパン日本興亜の承認を得て支出す

る費用                                など 

 

４．支払いの対象となる事故の例 
①外壁診断作業中に不注意により診断機器を落下させ、通行人を死傷させた。 

②外壁診断のために足場を組んだが、足場が倒れ、通行中の自動車を破損した。 

  

５．支払いの対象とならない主な事故 
この保険で支払いの対象とならない事故の主なものは、次のとおりです。 

①故意に起こした事故 

②地震・噴火・洪水・津波等の天災によって生じた事故 

③戦争・暴動・騒じょう等による事故 

④診断企業の使用人が業務中に被った事故                 など 

 

６．年間保険料相当額 
 年間保険料相当額は、別表に従って、2019年 1月から 12 月までの診断請負金額に応

じて算定した額となります。 

保険期間終了後に当年度の確定診断実績に基づく保険料相当額の確定精算は行いませ

ん。ただし、ご報告の診断請負金額と実際の診断請負金額に著しく乖離がある場合は、確

定精算を行うことがあります。 
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７．外壁診断業保険の手続き 
 外壁診断業保険は、外壁診断管理保険と同様に BELCAが診断企業に代わって、損保ジャ

パン日本興亜と契約します。 

 従って、各診断企業は個別に保険契約をする必要はなく、各診断企業毎に BELCAに対し

て、所定の利用申込手続きと所定の報告（BELCA への診断実施の通知）を行うだけで、保

険制度に加入できます。 

手続きのフローは「外壁診断管理保険」と同様ですので、外壁診断業保険と一緒にお申

込みいただければ、手続きが一括して簡単に行えます。 

 なお、この保険を引き受ける保険会社は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社であり、

契約、損害調査、保険金支払い等の一切の事務を行います。 

 

別表

2019年1月1日から2019年12月31日までの外壁診断面積 2020年度分の保険料相当額

０～１，０００万円以内 ５９，３００円

１，０００万円超～２，０００万円以内 １１８，６００円

２，０００万円超～３，０００万円以内 １７７，９００円

３，０００万円超～４，０００万円以内 ２３６，９５０円

４，０００万円超～５，０００万円以内 ２９６，０００円

５，０００万円超～６，０００万円以内 ３５５，３８０円

６，０００万円超～７，０００万円以内 ４１４，７６０円

７，０００万円超～８，０００万円以内 ４７４，１４０円

８，０００万円超～９，０００万円以内 ５３３，５２０円

９，０００万円超～１億円以内 ５９２，９００円

１億円超～１億1，０００万円以内 ６５２，１９０円

１億１，０００万円超～１億２，０００万円以内 ７１１，４８０円

１億２，０００万円超～１億３，０００万円以内 ７７０，７７０円

１億３，０００万円超～１億４，０００万円以内 ８３０，０６０円

１億４，０００万円超～１億５，０００万円以内 ８８９，３５０円

１億５，０００万円超～１億６，０００万円以内 ９４８，６４０円

１億６，０００万円超～１億７，０００万円以内 １，００７，９３０円

１億７，０００万円超～１億８，０００万円以内 １，０６７，２２０円

１億８，０００万円超～１億９，０００万円以内 １，１２６，５１０円

１億９，０００万円超～２億円以内 １，１８５，８００円

外壁診断業保険

保険料相当額算定表

２億円を超える場合にはBELCAまでお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
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保険期間 1 年間、一括払 
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（付） 資 料（保険のあらまし） 
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施設所有管理者賠償責任保険のあらまし 
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合 

この保険では、被保険者が、施設の構造上

の欠陥や管理上の不備が原因で生じた事

故により、他人の身体の障害または財物の

損壊について、法律上の賠償責任を負担す

ることによって被る損害に対して、保険金

をお支払いします。  

   

保険金をお支払いする損害の範囲は下記

のとおりです。  

 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝

料、修理費等）  

 ②他人に損害賠償の請求をすることが

できる場合は、その権利の保全また

は行使に必要な手続をするために支

出した費用  

 ③損害の発生および拡大の防止に努め

るために支出した費用  

 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和

解もしくは調停に関する費用   

   ※損保ジャパン日本興亜の承認を

得て支出した費用にかぎります。  

 ⑤損害賠償請求解決のための協力のた

め支出した費用  

 ⑥他人の身体の障害や財物の損壊につ

いて、損害の発生および拡大の防止に

努めた後に、賠償責任がないことが判

明した場合に、損害の発生および拡大

の防止に努めたことによって要した

費用のうち、被害者に対する緊急また

はやむをえない処置のため支出した

費用 

  

１回の事故について、損保ジャパン日本興

亜が支払う損害賠償金は、損害賠償金の金

額が免責金額(自己負担額）を超過する金

額とし、加入者証に記載された保険金額を

限度とします。  

なお、④の費用については、損害賠償金の

金額が保険金額を超える場合、保険金額の

損害賠償金に対する割合によりお支払い

します。  

＊修理費および再調達に要する費用につ

いてはその被害にあった財物の時価額を

超えない範囲でお支払いします。  

 

この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によっ

て生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険

金をお支払いできない主な場合を記載しております。  

 

【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】  

 

① 被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保

険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。  

② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装その他これらに類

似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国

または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態

と認められる状態をいいます。）に起因する賠償責任  

③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償

責任  

④ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金 

を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 

⑤ 記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体

の障害によって生じた賠償責任  

⑥ 排水または排気（煙または蒸気を含みます。）によって生じた賠償責任  

⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合にお

いて、その約定によって加重された賠償責任          など 

                        

【賠償責任保険追加条項の免責事由】  

①原子核反応または原子核の崩壊  

②石綿または石綿を含む製品の有害な特性  

③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任  

④専門職業危険  

 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医

薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任  

 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、

土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の

者が行う専門 的職業行為に起因する賠償責任 

⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物（注）の損壊について、

その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 

 (注)「管理財物」といい、以下のアからウに限定されています。 

 ア．記名被保険者が所有する財物 

 イ．記名被保険者が他人から受託している財物（借用財物、支給財物、

販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。） 

ウ．所有財物および受託財物以外の作業の対象物        など  

 

【特約条項の免責事由（施設所有管理者特約条項の場合）】  

① 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任  

② 航空機、昇降機もしくは自動車（道路運送車両法（昭和 26年法律第 185

号）によって 定められる自動車および原動機付自転車をいいます。）の

所有、使用もしくは管理（貨物の積み込みまたは積み下ろし作業を除き

ます。）に起因する賠償責任または施設外における船・車両（自動車お

よび原動力がもっぱら人力である場合を除きます。）もしくは動物の所

有、使用もしくは管理に起因する賠償責任  

③ 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務

用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸

気等による財物の損壊に起因する賠償責任  

④ 屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の

損壊に起因する賠償責任  

⑤ 仕事の終了後（仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後）または

仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただ

し、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置ま

たは遺棄した結果に起因するものを除きます。  

⑥ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を

離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任 

⑦支給財物の損壊に起因する賠償責任 

⑧次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊した

ことに起因する賠償責任 

ア． 記名被保険者の役員または使用人 

イ． 記名被保険者の下請負人 

ウ． 記名被保険者の下請負人の役員または使用人 

など  

 

-12-



 

 

生産物賠償責任保険のあらまし 
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合 

この保険では、生産物を製造・販売する事業

者や、工事・作業を行う事業者が、①製造・

販売した生産物の欠陥が原因で生じた事故、

②仕事の結果に起因して発生した事故によ

り、法律上の賠償責任を負担することによっ

て被る損害に対して、保険金をお支払いしま

す。 

 

   

保険金をお支払いする損害の範囲は下記

のとおりです。  

 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝

料、修理費等）  

 ②他人に損害賠償の請求をすることが

できる場合は、その権利の保全また

は行使に必要な手続をするために支

出した費用  

 ③損害の発生および拡大の防止に努め

るために支出した費用  

 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和

解もしくは調停に関する費用   

   ※損保ジャパン日本興亜の承認を

得て支出した費用にかぎります。  

 ⑤損害賠償請求解決のための協力のた

め支出した費用  

 ⑥他人の身体の障害や財物の損壊につ

いて、損害の発生および拡大の防止に

努めた後に、賠償責任がないことが判

明した場合に、損害の発生および拡大

の防止に努めたことによって要した費

用のうち、被害者に対する緊急または

やむをえない処置のため支出した費用 

  

１回の事故について、損保ジャパン日本興

亜が支払う損害賠償金は、損害賠償金の金

額が免責金額(自己負担額）を超過する金

額とし、加入者証に記載された保険金額を

限度とします。  

なお、④の費用については、損害賠償金の

金額が保険金額を超える場合、保険金額の

損害賠償金に対する割合によりお支払い

します。  

＊修理費および再調達に要する費用につ

いてはその被害に あった財物の時価額を

超えない範囲でお支払いします。 

＊事故が発生したときまたは事故の発生

するおそれがあることを知ったときは事

故の発生または拡大を防止するために遅

滞なく、生産物または仕事の目的物につい

て回収措置（回収、検査、修理、交換その

他適切な措置）を講じなければなりませ

ん。正当な理由なく、回収措置を講じなか

ったことによる損害については、保険金の

お支払対象となりません。なお、被保険者

が支出した回収費用については、保険金の

お支払対象となりません。  

 

この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によっ

て生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険

金をお支払いできない主な場合を記載しております。  

 

【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】  

 

① 被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、

保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。  

② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装その他これらに

類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって、

全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大

な事態と認められる状態をいいます。）に起因する賠償責任  

③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠

償責任  

④ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金 

を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 

⑤ 記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体

の障害によって生じた賠償責任  

⑥ 排水または排気（煙または蒸気を含みます。）によって生じた賠償責任  

⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合にお

いて、その約定によって加重された賠償責任          など 

                        

【賠償責任保険追加条項の免責事由】  

①原子核反応または原子核の崩壊  

②石綿または石綿を含む製品の有害な特性  

③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責

任  

④専門職業危険  

 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医

薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任  

 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、

土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の

者が行う専門 的職業行為に起因する賠償責任 

⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物（注）の損壊について、

その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 

 (注)「管理財物」といい、以下のアからウに限定されています。 

 ア．記名被保険者が所有する財物 

 イ．記名被保険者が他人から受託している財物（借用財物、支給財物、

販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。） 

ウ．所有財物および受託財物以外の作業の対象物        など  

 

【特約条項の免責事由（生産物特約条項の場合）】  

①生産物または仕事のかしに基づく生産物（その生産物そのものをいい、その他

の部分を含みません。）または仕事の目的物（作業対象となった箇所をいい、

その他の部分を含みません。）自体の損壊に対する賠償責任（その生産物もし

くは仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもし

くは、解体による賠償責任を含みます。） 

②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失に

より法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の

結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が

被る損害にかぎります。 

③被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄

した結果に起因する賠償責任 

 

    

など  
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請負業者賠償責任保険のあらまし 

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合  
この保険では、各種工事・作業の事業

者が、①請負工事（作業）中の事故、

②請負工事（作業）を行うために被保

険者が所有、使用または管理する施設

（資材置場等）の欠陥あるいは管理上

の不備が原因で生じた 事故により、他

人の身体の障害または財物の損壊につ

いて、法律上の賠償責任を負担するこ

とによって被る損害に対して、保険金

をお支払いします。  

   

保険金をお支払いする損害の範囲は下

記のとおりです。  

 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰

謝料、修理費 等）  

 ②他人に損害賠償の請求をすること

ができる場合は、その権利の保全

または行使に必要な手続をするた

めに支出した費用  

 ③損害の発生および拡大の防止に努

めるために支出した費用  

 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、

和解もしくは調停に関する費用   

  ※損保ジャパン日本興亜の承認を

得て支出した費用にかぎります。  

 ⑤損害賠償請求解決のための協力の

ため支出した費用  

 ⑥他人の身体の障害や財物の損壊に

ついて、損害の発生および拡大の

防止に努めた後に、賠償責任がな

いことが判明した場合に、損害の 

発生および拡大の防止に努めたこ

とによって要した費用のうち、被

害者に対する緊急またはやむをえ

ない処置のため支出した費用  

 

１回の事故について、損保ジャパン日

本興亜が支払う損害賠償金は、損害賠

償金の金額が免責金額(自己負担額）を

超過する金額とし、加入者証に記載さ

れた保険金額を限度とします。  

なお、④の費用については、損害賠償

金の金額が保険金額を超える場合、保

険金額の損害賠償金に対する割合によ

りお支払いします。  

 

 

＊修理費および再調達に要する費用につ

いてはその被害にあった財物の時価額を

超えない範囲でお支払いします。  

 

 この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由に

よって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここに

は保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。  

 

【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】  

 

① 被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、

保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。  

② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装その他これらに

類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって、

全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大

な事態と認められる状態をいいます。）に起因する賠償責任  

③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠

償責任  

④ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金 

を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 

⑤ 記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体

の障害によって生じた賠償責任  

⑥ 排水または排気（煙または蒸気を含みます。）によって生じた賠償責任  

⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合にお

いて、その約定によって加重された賠償責任          など 

                        

【賠償責任保険追加条項の免責事由】  

①原子核反応または原子核の崩壊  

②石綿または石綿を含む製品の有害な特性  

③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責

任  

④専門職業危険  

 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医

薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任  

 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、

土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の

者が行う専門 的職業行為に起因する賠償責任 

⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物（注）の損壊について、

その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 

 (注)「管理財物」といい、以下のアからウに限定されています。 

 ア．記名被保険者が所有する財物 

 イ．記名被保険者が他人から受託している財物（借用財物、支給財物、

販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。） 

ウ．所有財物および受託財物以外の作業の対象物        など 

 

【特約条項の免責事由（請負業者特約条項の場合）】  

① 被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の

掘削工事に伴う次の事由に起因する賠償責任  

ア． 土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の 

工作物その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊  

 イ．土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構

築物（基礎および付属物を含みます。）、その収容物もしくは土地

の損壊  

   ウ．地下水の増減  

② 施設の屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等

による財物の損壊に起因する賠償責任  

③ 航空機または自動車（道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）によ

って定められる自動車および原動機付自転車をいいます。）の所有、使

用または管理（貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起

因する賠償責任 

④ 仕事の終了後(注１)または仕事を放棄した後において、その仕事の結

果に起因する賠償責任(注２)  

 (注１)仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し後をいいます。  

 (注２)被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置

または遺棄した結果に起因するものを除きます。  

⑤被保険者の占有を離れ、施設外にある財物に起因する賠償責任  

⑥じんあいまたは騒音に起因する賠償責任 

⑦支給財物の損壊に起因する賠償責任 

⑧次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊した

ことに起因する賠償責任 

ア． 記名被保険者の役員または使用人 

イ． 記名被保険者の下請負人 

ウ． 記名被保険者の下請負人の役員または使用人       など 
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ご注意 
その１ 

●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加

条項によって構成されています。特約条項および追加条項

等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン

日本興亜にご照会ください。  

●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。  

●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起

された場合、損保ジャパン日本興亜は日本国内の裁判所に

提起された訴訟による損害のみを補償します。  

●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入後 2

か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパ

ン日本興亜までご照会ください。また診断企業には BELCA

より加入証明書を発送します。 

●保険料をお支払いの際は、損保ジャパン日本興亜所定の

保険料領収証を契約者宛に発行することにしております

ので、お確かめください。なお、診断企業には損保ジャパ

ン日本興亜から領収証は発行されませんのでご注意くだ

さい。  

●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社

の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難

となり、法令に定める手続きに基づき 契約条件の変更が

行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返 れ

い金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減さ

れることがあります。  

●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人（引

受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が

20名以下である法人をいいます。）またはマンション管理

組合（以下あわせて「個人等」といいます。）である場合

にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となりま

す。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が

経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで

（ただし、破綻時から３か月までに発生した事故による保

険金は全額）が補償されます。なお、ご契約者が個人等以

外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がそ

の保険料を実質的に負担すべきこととされているものの

うち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の

対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきま

しては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問

い合わせください。 

●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきまして

は、このパンフレットにてご確認ください。  

●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジ

ャパン日本興亜までお申し出ください。解約の条件によっ

ては、損保ジャパン日本興亜の定めるところにより保険料

を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあ

ります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜

までお問い合わせください。 

●クーリングオフ（ご契約のお申込みの撤回等）につい

て  

営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象

とはなりません。  

なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であって

もお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含め

て８日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をする

ことができることをいいます。なお、次のご契約はクー

リングオフのお申し出ができませんのでご注意くださ

い。  

①保険期間が１年以内のご契約  

②営業または事業のためのご契約  

③法人または社団・財団等が締結したご契約  

④保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契

約  

詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャ

パン日本興亜までお問い合わせください。  

●ご加入の際は、加入依頼書の記載内容に間違いがない

か十分にご確認ください。  

●保険責任は保険期間の初日の午後４時（※）に始まり、

末日の午後４時（※）に終わります。  

（※）加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれ

と異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となり

ます。  

●この保険の保険期間（保険のご契約期間）は原則とし

て１年間となります。個別の契約により異なる場合があ

りますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間

につきましては、保険契約申込書または加入依頼書等に

てご確認ください。  

●この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料

算出基礎」は保険加入年度の前年の１月から１２月にお

ける保険料算出基礎（診断外壁面積または売上高）とな

っており、保険期間終了後の確定精算はありません。契

約締結時の保険料算出の基礎数字となる保険加入年度前

年の１月から１２月の診断外壁面積または請負高等につ

いては、正確にご申告をいただきますようお願いします。  

●取扱代理店は損保ジャパン日本興亜との委託契約に基

づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保

険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の

代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理

店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきまし

ては、損保ジャパン日本興亜と直接契約されたものとな

ります。  

 

 

■個人情報の取扱いについて  

○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。 

○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・ 

各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、 

等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者 

および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要 

配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定 

します。個人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン日本興亜公式ウ 

ェブサイト（https://www.sjnk.co.jp/）をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ 

願います。 

申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。 
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その２（ご加入にあたってのご注意）   
●告知義務（ご契約締結時における注意事項） 

（１）保険契約者または記名被保険者の方には、保険契

約締結の際、告知事項について、損保ジャパン日本興亜

に事実を正確に告げていただく義務（告知義務）があり

ます。  

＜告知事項＞ 

加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて  

 (２)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重

要な事項（注）について、故意または重大な過失によっ

て事実を告げなかった場合または事実と異なることを告

げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契

約が解除されることがあります。  

 (注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下

のとおりです。 

①記名被保険者  

（追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含

みます。）  

②業務内容  

③損保ジャパン日本興亜が加入依頼書以外の書面で告

知を求めた事項  

④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または

保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容    

⑤特約別記載事項の生産物の販売形態欄に記載の事項

（生産物賠償責任保険の場合） 
 

●通知義務（ご契約締結後における注意事項）  

（１）保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、

取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知く

ださい。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知

いただく必要はありません。  

加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生

する場合  

（ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。）  

（注）加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生

じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名

被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店ま

たは損保ジャパン日本興亜にご通知ください。その事実

の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を

知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本

興亜にご通知が必要となります。  

（２）以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店

または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通

知いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの重要な

ご連絡ができないことがあります。  

ご契約者の住所などを変更される場合 

（３）ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いが

ないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできな

いことやご契約が解除されることがあります。ただし、

変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかっ

たときを除きます。  

（４）重大事由による解除 

保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社

会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金を

お支払いできないことや、ご契約が解除されることがあ

ります。 
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万一事故にあわれたら 

 
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わ

なかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。  

１．以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。  

＜１＞事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称  

＜２＞上記＜１＞について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称  

＜３＞損害賠償の請求の内容  

２．他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。  

３．損害の発生および拡大の防止に努めてください。  

４．損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しな

いようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。  

５．損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。  

６．他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。  

７．上記の１．～６．のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、

これを提出し、損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。 

●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保 

 ジャパン日本興亜に通知してください。 
●示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を

得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支

払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。  

●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。 

●保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、損保ジャパン日

本興亜が求めるものを提出してください。 

 必要となる書類  必要書類の例  

① 保険金請求書および保険金請求権者が確認で

きる書類  

保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など  

② 事故日時・事故原因および事故状況等が確認

できる書類 

事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書（写）、

メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など  

③ 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度

および損害の範囲、復旧の程度等が確認でき

る書類  

 

①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊

した賠償事故の場合 

修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、復旧

通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿（写）

など  

②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体

の障害に関する賠償事故の場合  

 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書

類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受

領書 など  

④ 保険の対象であることが確認できる書類  登記簿謄本、売買契約書（写）、登録事項等証明書 など  

⑤ 公の機関や関係先等への調査のために必要な

書類 

同意書 など  

 

⑥ 被保険者が損害賠償責任を負担することが確

認できる書類  

示談書、判決書（写）、調停調書（写）、和解調書（写）、被害者

からの領収書、承諾書 など  

●損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、３０日以内に保険金をお支払いします。

ただし、以下の場合は、３０日超の日数を要することがあります。  

①公的機関による捜査や調査結果の照会  

②専門機関による鑑定結果の照会  

③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査  

④日本国外での調査  

⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合  

上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長するこ

とがあります。  

●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内

に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。  

●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。  

●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパン日本興亜から直接、保険金を受領する

ことが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 

●事故が起こった場合  

事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の

場合は下記事故サポートセンターへご連絡ください。  

【事故サポートセンター】０１２０－７２７－１１０   

（受付時間：平日/午後５時～翌日午前９時 土日祝日(12月 31日～1月 3日を含みます。)/２４時間 

 ※上記受付時間外は、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご連絡ください。 

□指定紛争解決機関 

 損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保

険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜の間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本

損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 

  一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター 〔ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ〕 ０５７０－０２２８０８＜通話料有料＞  

 

  受付時間：平日の午前９時１５分～午後５時 （土・日・祝日・年末年始は休業）  

  詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（http://www.sonpo.or.jp/）  
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■このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の

代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求い

ただくか、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト（https://www.sjnk.co.jp/）でご参照く

ださい（ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載して

いない商品もあります。）。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興

亜までお問い合わせください。 

  

■ご契約者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は、被保険者となる方にも

このパンフレットに記載した内容をお伝えください。 

（SJNK19-12425 2020/01/14） 

 

公益社団法人 ロングライフビル推進協会（BELCA） 
   〒105-0013 

   東京都港区浜松町２－１－１３ 芝エクセレントビル４Ｆ 

   ＴＥＬ：０３－５４０８－９８３０ 

引受保険会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 営業開発第一部第一課 

〒160-8338  

東京都新宿区西新宿1-26-1 

TEL  ０３－３３４９－３３２２  

FAX  ０３－６３８８－０１５５ 

（受付時間：平日の午前９時から 

      午後５時まで） 

お問い合わせ先 

取扱代理店 

 株式会社 ワイズマン 

 〒103-0004 

 東京都中央区東日本橋3-11-11 

東日本橋Ｙ’ｓビル７Ｆ 

  ＴＥＬ：０３－５６２３－６４５５ 

  ＦＡＸ：０３－５６２３－６４８８ 

 （受付時間：平日の午前９時から 

      午後５時まで） 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、関係当局の認可等を前提として、 

2020年 4月 1日に商号を変更し、「損害保険ジャパン株式会社」になります。 




